
１．� 主 催 福島県スキー連盟

２．� 会 場 ○理論講習会（理論のみ）　　　　：猪苗代町農村環境改善センター

○前期・後期（理論・実技を含む）：高畑スキー場

３．� 期 日 理論　平成２８年１２月２３日（金）　　　　　　　【準指・指導員】

前期　平成２９年　１月１４日（土）～１５日（日）【準指・指導員】
後期　平成２９年　２月１８日（土）～１９日（日）【準指・指導員】

４．� 主 任 講 師 準指導員　　　鈴木　祐一　

指 	 導 	 員　　　大竹　実

５．� 本 部 花木の宿　℡：０２４１－７６－３１１５
６．� 参 加 資 格 本年度の受検者であること。

７．� 受 講 料 ２０，４００円　

８．� 申 込 方 法 所定の申込用紙に記入捺印のうえ、参加料とともにクラブ事務担当者に

提出してください。担当者は参加申込書に不備がないことを確認のうえ、

参加者分を一括して平成２８年１１月　４日（金）までにスキー連盟事

務局あて郵送及び振込みをお願いします。（当日消印有効）

〒９６９－３１３３　耶麻郡猪苗代町大字千代田字中島２６－２　
福島県スキー連盟事務局宛　　℡０２４２（６２）４５０４

９．� 日 程

 	  	 ８：４５～　９：１５
 	  	 ９：１５～　９：３０
　９：３０～１２：００
１２：００～１３：００
１３：００～１７：００
１７：００～　　　

　８：００～　９：００ 受　付 　８：００～　９：００
　９：００～　９：３０ 開講式 　９：００～　９：３０
　９：３０～１２：３０ 実　技 　９：３０～１２：３０
１２：３０～１３：３０ 昼　食 １２：３０～１３：３０
１３：３０～１６：００ 実　技 １３：３０～１６：００

　９：００～１２：００ 実　技 　９：００～１２：００
１２：００～１３：００ 昼　食 １２：００～１３：００
１３：００～１６：００ 実　技 １３：００～１６：００
１６：００～ 閉講式 １６：００～

１０．� 講習会有効期間 【理論】受講年度を含む２ヵ年。

（準指導員） 　　　　・前年度の受講者も本年度の受講ができます。

　　　　・本年度理論を受講しない場合であっても、受講料は同額です。

【実技】受講年度のみ

　　　　・受検年度は必ず受講しなければなりません。

※ 指導員の養成講習会有効期間は44ヵ年ですが、有効期間が残っている場合でも

養成講習の受講はできます。

１１．� そ の 他 ①　前期・後期講習会の修了後、養成講習会修了証を交付しますので、準指

　指導員受検者は、検定会の受付時にそのコピーを提出してください。ただし、

　理論講習を受講していない場合は終了証を交付しませんので、前年度の修了

　証のコピーを提出してください。

②　各講習会の受付時間に遅れないようにお願いします。

③　前期・後期講習会の受付場所等は、1122月の理論講習会（猪苗代農村環境

　改善センター）の際にお知らせします。

④　前期・後期の講習期間中は全員宿泊が自由となりますので、各自で

　手配してださい。　　

※　第三者賠償責任保険に加入するため、受講料に４００円を加算しています。
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